
 

手数料一覧  

 令和７年４月１日～  

１. 確認申請手数料（円）     

 

※２ 構造上別棟扱いとなる建築物は、各棟の床面積に応じて、それぞれ上記手数料となりま

す。  

  

  

  

  

  

  



  

１－２. 確認手数料の加算額（円）  

  

① 300 ㎡以内の木造建築物の構造審査             （表１－２）  

仕様規定による構造審査  9,000（※１）  

性能規定（構造計算）による構

造審査  
表１－１参照  

※１ 構造上別棟扱いとなる建築物は、棟数に当該手数料を乗じた手数料となります。  

  

② 省エネ基準への適合性審査                 （表１－３）  

仕様基準に基づく適合性審査（※１）   

一戸建ての住宅  6,000   

共同住宅・長屋  

～300 ㎡未満  15,000  

300 ㎡以上～2,000 ㎡未満  20,000  

2,000 ㎡以上～5,000 ㎡未満  40,000  

5,000 ㎡以上  50,000  

※１ 性能基準に基づく適合性審査にかかる手数料は、別途、定めます。  

  

③ その他の加算額  

 離島の確認申請手数料は、20,000 円加算します。  

 避難安全検証法（階避難）審査手数料加算額は、20,000 円／件とします。  

  

  

１－３. 計画変更の手数料（円）  

  

① 計画変更の手数料  

計画変更の手数料は、上記表（表１－１、２、３）で、変更部分の床面積の二分の一

に相当する床面積を基本に、変更となる内容及び対象床面積に応じて、別途、算出しま

す。  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

２. 中間検査及び完了検査手数料（円）          （表２－１）  

 
※ 他機関による確認等を受けている場合は、別途、加算します。（表４－１）  

※ 令和７年３月までに確認申請した（旧手数料）建築物の中間・完了検査にかかる額 

（表４－１に定める加算額を含む）は、旧手数料における取扱いとします。  

※１ 別途見積によります。  

  

  

  

  

  



  

  

  

２－２．省エネ適判等の場合の完了検査手数料の加算額（円）  (表２―２)  

区分  加算額（※１）  

  

～500 ㎡未満   6,000  

500 ㎡以上～1,000 ㎡未満  10,000  

1,000 ㎡以上～2,000 ㎡未満  20,000  

2,000 ㎡以上～5,000 ㎡未満  30,000  

5,000 ㎡以上～10,000 ㎡未満  40,000  

10,000 ㎡以上～50,000 ㎡未満  60,000  

50,000 ㎡以上～  ※２  

※ 建築物の全てが省エネ計算の対象外の室のみで構成されている場合や、モデル建物法

を使用する際にその対象となる室がない場合等については、加算しません。  

※１ 直前の省エネ適判等を機構以外の者から受けている場合の完了検査手数料の加算額

は、（表４－１）によります。  

※２ 別途見積によります  

  

  

２－３．建築場所による加算額  

 建築場所により、下表の額を加算します。    （表２－３）  

建築場所  加算額（円）  

いちき串木野市、薩摩川内市、

姶良市、霧島市、南さつま市、

南九州市、指宿市、枕崎市  
2,000  

阿久根市、出水市、伊佐市、さ

つま町、湧水町、長島町、桜島  3,000  

垂水市、鹿屋市、志布志市、曽

於市、大崎町、肝付町、東串良

町、錦江町、南大隅町  
4,000  

離島  交通費等（実費）＋20,000  

※ 確認検査業務規程に定めるリモート検査を実施する場合の手数料は、別途定めま

す。  

  

  



  

  

３. 仮使用認定手数料（円）         （表３－１）  

仮使用対象部分の床面積  認定手数料  

500 ㎡以内  80,000  

500 ㎡超～2,000 ㎡以内  120,000  

2,000 ㎡超～5,000 ㎡以内  240,000  

5,000 ㎡超～10,000 ㎡以内  270,000  

10,000 ㎡超～50,000 ㎡以内  350,000  

50,000 ㎡超～  ※１  

※ 倉庫等簡易な建築物については、別途見積によります。  

※ 省エネ適判等の場合の手数料は、別途、加算します。（表２－２）  

※ 機構が定める地域に建築場所がある場合の手数料は、別途、加算します。  

（表２－３）  

※ 直前の確認又は計画変更を機構以外の者から受けている場合は、別途、加算します。

（表４－１）  

※１ 別途見積によります。  

  

  

４. 機構以外の者による確認及び省エネ適判等の場合の加算額    中間検

査、完了検査及び仮使用認定時に下記の額を加算します。  

（表４－１）  

床面積  確認関係加算額（円）  省エネ関係加算額（円）  

～100 ㎡以内  10,000 円    

    12,000  100 ㎡超～200 ㎡以内  15,000 円  

200 ㎡超～500 ㎡以内  20,000 円  

500 ㎡超～1,000 ㎡以内  30,000 円        

20,000  
1,000 ㎡超～2,000 ㎡以内  30,000 円  

2,000 ㎡超～10,000 ㎡以内  50,000 円  40,000  

10,000 ㎡超～50,000 ㎡以内  70,000 円  80,000  

50000 ㎡超～  ※１  ※１  

※１ 別途見積によります。  

  



５.その他の手数料  

 ① 記載事項証明の手数料  

   1,000 円／件  


